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１ 【提出理由】

平成25年1月31日開催の当社取締役会において、当社の特定子会社を解散し清算することを決議いたしま

したので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号、

第12号及び第19号の規定に基づき臨時報告書を提出いたします。

　

２ 【報告内容】

1.  特定子会社の異動(企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号に基づく報告)

(1) 特定子会社の名称、所在地、代表者の氏名、資本金の額および事業の内容

① 名称           田岡（天津）有機化学有限公司

② 所在地         中華人民共和国天津市東麗経済開発区２緯路２３号

③ 代表者の氏名   董事長  津田  重典

④ 資本金の額     670万米ドル

⑤ 事業の内容     精密化学品及びゴム薬品の製造販売

　
(2) 当該異動の前後における当社の所有に係わる特定子会社の議決権の数および特定子会社の総株主の議

決権に対する割合

① 当社の所有議決権の数

 異動前 670万米ドル

 異動後 ― 万米ドル

　
② 総株主等の議決権に対する割合

 異動前 100%

 異動後 ― %

　
(3) 異動の理由および年月日

① 異動の理由

当社の特定子会社である田岡（天津）有機化学有限公司は、中国天津市において、主として精密化

学品およびゴム薬品等の製造販売を行ってまいりました。しかしながら、主力製品の市場状況が急激

に変動したことや、主要原料の調達価格が急激に高騰したこと等から、事業採算性が大幅に悪化して

おり、今後の事業継続について検討を重ねた結果、事業を継続することは困難であると判断し、解散

することを決定いたしました。

　
② 異動の年月日

現地の法令に基づき平成25年２月中に解散の申請を行い、必要な手続きが完了次第清算結了とな

る予定です。
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2.  当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を与える事象(企業内容等

の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号の規定に基づく報告)

(1) 当該事象の発生年月日

平成25年１月31日(当社取締役会決議日)

　
(2) 当該事象の内容

当社の特定子会社である田岡（天津）有機化学有限公司は、平成25年１月31日をもって解散し、清算

手続きに入ることといたしました。これに伴い、平成25年3月期第3四半期において解散及び清算関連費

用を特別損失として計上することといたしました。

　
(3) 当該事象の損益および連結損益に与える影響額

① 四半期連結財務諸表

 関連事業損失の計上(特別損失) 619百万円

　
② 個別四半期財務諸表

 関連事業損失の計上(特別損失) 602百万円
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